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アセスメント

専任 兼任
有意
確率

15
本人に「どこでどのような生活を望んでいるか」を確認
する

3.39 3.28 *

16 本人に「どこで終末を迎えたいか」を確認する 2.51 2.55 *

19 介護者に「どこで看取りたいか」を確認する 2.73 2.79 *

22 介護者等の健康状態の把握 3.29 3.18 *

27 本人の生活習慣の把握 3.01 2.94 *

29
本人の現在利用しているフォーマルなサービス等に
ついての把握

3.52 3.46 *

33
アセスメントを行う際、必要に応じて他の専門職との
連携

3.14 3.20 *

目 3.06 3.05 ***

***：ｐ＜．001       *：ｐ＜．05

在宅要援護高齢者への支援のあり方に関する一考察

 

                

 

ケアプラン作成

設 専任 兼任
有意
確率

37
問題点の整理にあたって、本人や介護者と一緒に整
理を行う

2.92 2.76 ***

38
本人が自己決定出来るよう、必要な情報やサービス
の選択肢をわかりやすく提示する

3.17 3.02 ***

43 作成したケアプランを本人、家族に提示し説明する 3.11 2.98 *

49 関係機関との間でサービス担当者会議の開催 2.51 2.36 **

目 2.98 2.90 ***

***：ｐ＜．001       **：ｐ＜．01     *：ｐ＜．05

在宅要援護高齢者への支援のあり方に関する一考察

 

（２）  

  当該調査から得られた考察としては、在宅要援護高齢者に対する支援のあり方とし

ては、そのクライエントの終末までを視野に入れたケアマネジメントであるべきと考

えるが、サービス調整上必要な情報収集、意志確認に止まり､結果として介護保険対応

のマネジメントに終始している事が伺えた。また、在宅介護支援センター併設の事業

所と非併設の単独事業所との検討において、単独事業所の方が高いポイントを示した

が、介護保険制度施行以前から在宅の要援護高齢者に対するケアマネジメントサービ

スを提供してきたという実績から考えると、例えケースの保有件数が多いという要因

を除いたとしても由々しき問題であると考える。しかし、ケースの発見活動、インフ
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③在支の活用と地域包括の連携システムへの背景          

   四日市市では、介護保険制度施行前より担当地域（重点地区）において、民生委

員、自治会、地区社協、保健センター、市社協、行政等と地区内における個別ケー

ス検討を始め、要援護者の実態に関する共通認識の場、各機関の情報交換の場とし

て、毎月 1 回「地区ケース検討会議」を行ってきた。しかし、介護保険制度施行に

伴い、制度或いは、介護保険サービスの利用に関する勉強会のような形となり、会

議そのものの開催趣旨が不明瞭となってきた。そこで各地域諸団体の活動や地域社

会資源に関する情報交換をする中で「要援護者の発見・把握」「地域課題の把握」「事

例検討」「社会資源の集約」「新たなサービスの構築」等をキーワードに名称を「地

域ネットワーク会議」に変更し、主として地域課題に関する協議、検討の場へと転

換した。しかし、四日市市全体の地域ケア会議となり得る基幹型主催の「地域ケア

会議」が未開催であり、各々の担当地域において検討された内容は、全市的には集

約できないのが現状であり、システム上はソーシャルアクションが行えない環境に

あっことは否めない。 

今回の市内 3 ブロック化による地域包括支援センター設置構想は、これまでの在支

機能を生しつつ、段階的に地域課題を集約して行くシステムに変換していくという点

では、単に法改正に伴う新機関の設置では無く、従来のシステムのバージョンアップ

という意味合いが強いといえる。 

 

２ 介 支 センタ 支 センタ の 体 な  

①各地区の在宅介護支援センターでは、地域ケアネットワーク会議が継続的に開催

されているが、その内容は必要に応じて、地域包括支援センターが主催する「プラ

ットホーム会議(図 6 参照)」の場にて報告され検討するようにしている。これらの

地域課題は累積的整理をすると共に四日市市と他の 2 包括支援センターとの合同会

議である「四日市市地域包括支援センター連絡会議」の場にも報告し、全市的な視

野での検討を行うようにしている。(図 7 参照) 

  

四日市市在宅介護支援センター連絡協議会・
プラットホーム会議(地域ブロック会議)への取り組み

四日市市では、各地域包括支援センター単位で２ケ月に１回のペースで、地域ブロック会議を開催している。この

ブロック会議は、包括支援センターと各地区在介センター職員及び行政職員（保健センター含む）で構成されてお

り、必要な情報交換を行いながら行政・在介センター・包括支援センターが共通認識や目的を持ち、それぞれの

役割や地域の課題について考えながら、地域包括ケアに取り組むことが重要であると考え取り組んでいる。⇒平

成１８年７月からは、各ブロック間の取り組みや意識などで格差が生じないよう、各地域包括支援センターも構成

メンバーの一員として参加することで相互の意思疎通を図るようにしている。

（１）構成メンバー

地域包括支援センター職員

各在宅介護支援センター職員

市介護高齢福祉課職員

市保健センター職員

他地区の地域包括支援センター職員

その他、必要に応じて参加要請

計 １５～２０名程度

（２）協議内容

・行政、各包括・在介センターからの連絡事項

・包括支援センターと在介センターとの連携に

関する協議や意見交換

・虐待・権利擁護に関する検討など
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②在宅介護支援センターが積み重ねてきた相談対応（ワンストップサービス）や接

近困難ケースへの対応などのノウハウを活用することが可能であること。委託先の在

宅介護支援センターには必ず居宅介護支援事業所も併設されていることもあり、重度

者の対応や虐待・権利擁護なども含めた相談援助体制が確保しやすい。  

 

③災害時等緊急時の対応について、在宅介護支援センターが各地区別にあることと、

在宅介護支援センターが日々の活動の中で実態把握し管理する地区内高齢者の登録

名簿の活用により効果的な支援を行うことが可能。 

   但し、「災害時要援護者台帳」とはリンクは出来ていない状況にある。地域全体で

要援護者を支えていくという事を目指していく以上、台帳情報の共有はもとより最

新状態を維持していくためには更新の方法についてもこれら関係機関における連携

の在り方を検討器用義して行くことが求められる。 

 

（ 市 に け シス ム への取 み 

平成 19 年 9 月四日市医師会が退院時カンファレンスのマニュアルを作成し、この

中に在宅主治医を筆頭として介護支援専門員もその一員として医療機関スタッフと

共に退院時カンファレンスに参加することとなった。更に、医師会で開催される地域

連携室連絡会（病院の退院相談窓口担当者の会議）に市をはじめとして地域包括支援

センターも参画するようになった。 

   今後、在宅の要援護者を支援していくうえで、医療機関との緊密な連携システム

は必要不可欠であり、その中でも在宅介護支援の中核ともなる地域の介護支援専門

員のスキルアップが強く望まれるものである。更に支援すべき役割が期待される地

域包括支援センターの責任がより一層大きくなることからも、平成 21 年度より主任

介護支援専門員の配置を従来の 1 人から 2 人体制へと強化した経緯がある。 

また平成 20 年度には市は保健所政令市となり、保健所が在宅医療推進の取り組み

（安心の地域医療検討員会）を開始し、その中に地域包括支援センターも参加する形  

となった。更に平成 21 年度からは、安心の地域医療検討員会の脳卒中部会において、

地域包括支援センターエリア(北・中・南)ごとに医師会、歯科医師会、薬剤師会の３

師会の連携を推進していく「医療・介護ネットワーク会議」を設置し、現在各エリア

で、主任介護支援専門員を中心として各々の地域包括支援センターによる取り組みが

始まったところである。 

具体的な取組みは、始まったばかりではあるが、主任介護支援専門員を中心として、 

地域包括支援センターは、各地区在宅介護支援センターと協働する中で、地域の介護

支援専門員からの課題や悩みなど情報を収集しながら、「医療・介護ネットワーク会

議」というフィールドの中で３師会との連携を強化し、ひとつずつ課題を解決し、地

域の要援護高齢者等が、切れ目なく安心して暮らし続けられるような連携システムを

拡充していくことが重要であると考えられる。 

 

 と  

在宅の高齢者等を支援していくためには、介護支援の専門職である介護支援専門員た

るケアマネジャーとしての資質、スキルが非常に重要なウエイト占める。しかし、現状

としての介護支援専門員の守備範囲は介護保険サービスの調整から脱却できてはおら

ず、介護保険に関係しない日常生活上の課題は置き去りにされているのも事実である。

様々な条件、環境もあり得るが、それ以上に対人援助専門職としての知識、技術、職業

倫理といった専門性の不足によるところも決して少なくない。医療連携においても医師、
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